
国
民
皆
保
険
制
度
を
守
る
国
民
運
動
に
つ
い
て
（
趣
意
書
） 

 
少
子
・
高
齢
化
社
会
に
お
い
て
、
長
期
化
す
る
経
済
不
況
の
中
、
国
民
の
健
康
を
守
る

た
め
に
は
、
国
民
皆
保
険
制
度
の
堅
持
が
不
可
避
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
憲
法
に
規
定
す

る
国
民
の
健
康
権
を
守
る
た
め
に
も
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
安
定
的
に
提
供
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。 

し
か
る
に
、
総
選
挙
終
了
後
の
十
月
十
九
日
、
厚
生
労
働
省
が
初
め
て
発
表
し
た
「
医

療
制
度
構
造
改
革
試
案
」
や
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
意
見
は
、
患
者
と
高
齢
者
に
さ
ら
な

る
負
担
を
強
い
る
内
容
で
あ
り
、
わ
が
国
の
世
界
に
冠
た
る
国
民
皆
保
険
制
度
を
崩
壊
さ

せ
か
ね
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
が
発
表
す
る
健
康
達
成
度
の
各
国
の
比
較
で
は
、
日
本
人

の
健
康
寿
命
は
世
界
一
、
健
康
達
成
度
の
総
合
評
価
も
世
界
一
で
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
に
対
す
る
総
医
療
費
の
割
合
を
比
較
し
て
み
る
と
、
我

が
国
は
十
七
位
で
、
先
進
諸
国
と
比
較
し
て
決
し
て
高
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
長
生
き
す
れ

ば
医
療
費
は
増
加
し
ま
す
。
医
療
費
総
枠
制
は
、
国
民
の
希
求
す
る
医
療
の
安
全
確
保
や

質
の
向
上
を
阻
害
し
、
単
純
に
医
療
費
を
抑
制
す
る
政
策
は
、
わ
が
国
の
医
療
の
質
と
シ

ス
テ
ム
を
破
壊
し
、
国
民
医
療
の
後
退
に
つ
な
が
り
ま
す
。 

ま
た
、
日
本
の
国
民
医
療
費
の
財
源
は
、
公
的
負
担
（
国
と
地
方
の
財
源
）
、
保
険
料

（
事
業
主
負
担
と
加
入
者
負
担
）
、
患
者
負
担(

受
診
時
の
一
部
負
担
金)
で
構
成
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
数
年
、
事
業
主
負
担
は
減
少
し
て
い
る
一
方
、
患
者
負
担
が
大
幅
に
増
加
す

る
政
策
が
と
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
以
上
患
者
負
担
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
は

許
さ
れ
ま
せ
ん
。 

誰
で
も
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
安
心
し
て
平
等
に
医
療
を
受
け
ら
れ
る
国
民
皆
保
険

制
度
を
守
る
た
め
に
は
、
高
齢
者
や
弱
者
を
思
い
や
る
心
と
、
さ
ら
な
る
国
民
の
結
束
が

必
要
で
す
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
先
生
方
の
ご
尽
力
に
よ
り
、
一
人
で
も
多
く
の
国
民
の
皆
様
に
運
動

へ
ご
参
加
い
た
だ
き
、
所
期
の
目
的
を
達
成
す
る
決
意
で
お
り
ま
す
の
で
、
格
段
の
ご
支

援
を
賜
わ
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
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